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規      則 
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 富山県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和６年７月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県規則第39号 

   富山県中小企業高度化資金貸付規則の一部を改正する規則 

 富山県中小企業高度化資金貸付規則（昭和42年富山県規則第55号）の一部を次の 

ように改正する。 

 附則第４条中「令和６年３月31日」を「令和９年３月31日」に改める。 

 附則第５条中「令和６年３月31日」を「令和９年３月31日」に、「0.60パーセン 

ト」を「0.80パーセント」に、「0.15パーセント」を「0.20パーセント」に改める。 

 別表第３の１の項から４の項までの規定中「0.60パーセント」を「0.80パーセン 

ト」に改め、同表の備考⑼中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」 

を「物資の流通の効率化に関する法律」に、「第５条第２項」を「第７条第２項」 

に改める。 

毎週月.水.金曜日発行 
令和６年７月19日 

金 曜 日 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第３の備考⑼の改正規定は、 

 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一 

 部を改正する法律（令和６年法律第23号）の施行の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の富山県中小企業高 

 度化資金貸付規則の規定により貸付けの決定をした貸付金については、なお従前 

 の例による。 

                           （地域産業振興室）  

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

告      示 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

富山県告示第308号 

   道路の供用開始について 

 次のとおり道路の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第２項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において７月19日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  令和６年７月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 
供用開始の期日 縦覧場所 

県道 
 
安居福野線 

 
南砺市上川崎 205番２から 
 
南砺市上川崎青島1622番２まで 
 

令和６年７月20日 砺波土木
センター 

 

 

富山県告示第309号 

   土地改良事業計画変更の認可について 
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 外輪野用水土地改良区から申請のあった土地改良事業計画変更については、土地 

改良法（昭和24年法律第 195号）第48条第９項において準用する同法第10条第１項 

の規定により、令和６年７月10日認可した。 

  令和６年７月19日 

                    富山県知事  新  田  八  朗  

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公      告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公共測量の実施 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規 

定により、富山市長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があったので、同 

条第３項の規定により公示する。 

  令和６年７月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 作業種類 

  公共測量（空中写真を用いた修正測量） 

２ 作業期間 

  令和６年７月１日から令和７年３月７日まで 

３ 作業地域 

  富山市（令和６年度 富山市基本図データ整備 地内） 

 

 

公共測量の実施 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規 

定により、新川農林振興センター所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知 

があったので、同条第３項の規定により公示する。 

  令和６年７月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 作業種類 
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  公共測量（基準点測量） 

２ 作業期間 

  令和６年６月25日から令和６年11月29日まで 

３ 作業地域 

  富山県下新川郡朝日町沼保ほか地内 

 

 

公共測量の終了 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規 

定により、国土交通省北陸地方整備局北陸技術事務所長から次のとおり公共測量を 

終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

  令和６年７月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 作業種類 

  公共測量（車載写真レーザ測量） 

２ 作業期間 

  令和５年７月18日から令和６年２月29日まで 

３ 作業地域 

  北陸地方整備局 管内 

  （富山河川国道事務所 管内） 

 

 

土地改良区の役員の退任 

  小矢部市土地改良区の役員であった次の者が令和６年６月27日退任した旨届出が 

あったので、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第18項の規定により公告 

する。 

  令和６年７月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

  職 名      氏   名       住   所 
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  理 事  福 島 正 力   小矢部市芹川1365番地 

 

 

土地改良区の役員の退任 

  福岡町土地改良区の役員であった次の者が令和６年２月17日退任した旨届出があ 

ったので、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第18項の規定により公告す 

る。 

  令和６年７月19日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

  職 名     氏   名      住    所 

  理 事  山 口 新 三   高岡市福岡町五位 860番地 
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